
新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 
改正後 改正前 

 

64類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．靴の甲の構成材料を決定するための面積計算について 

 

（省 略） 

 

３．具体事例 

 

（１）～（４） （省 略） 

 

（５）甲とベロが一体の場合  

ベロと見なし面積に算入しない。 

 

（省 略） 

 

ベロと見なし面積に算入しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベロと見なし面積に算入しない。 

 

（省 略） 

 

 

64類 

 

 

 

 

 

 

 

２．靴の甲の構成材料を決定するための面積計算について 

 

（同 左） 

 

３．具体事例 

 

（１）～（４） （同 左） 

 

（５）甲とベロが一体の場合  

ベロと見なし面積に算入しない。 

 

（同 左） 

 

ベロと見なし面積に算入しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベロと見なし面積に算入しない。 

 

（同 左） 

 

別紙３ 


